
議案第63号 

朝来市ケーブルテレビシステム施設条例の一部を改正する条例制定に

ついて 
朝来市ケーブルテレビシステム施設条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定

める。 
令和３年８月31日提出 

                         朝来市長 藤 岡  勇 
提案理由要旨 
朝来市ケーブルテレビが再送信するグリーンチャンネルに係る有料放送視聴料を

引き下げるため、所要の条例整備をしようとするものです。 



朝来市条例第 号 

朝来市ケーブルテレビシステム施設条例の一部を改正する条例 

 朝来市ケーブルテレビシステム施設条例（平成17年朝来市条例第11号）の一部を次

のように改正する。 

別表第３中「1,200円」を「1,000円」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行し、令和３年９月１日から適用する。 



議案第63号資料 

朝来市ケーブルテレビシステム施設条例新旧対照表 

現    行 改  正  案 

別表第３(第 19条関係) 別表第３(第 19条関係) 

有料放送視聴料 

（月額） 

有料放送

(番組 )の

名称 

機器区分 単位 視聴

料 

衛星劇場 セ ッ ト

ト ッ プ

ボックス 

１台 1,800

円 

グリーン

チャンネ

ル(中央競

馬情報) 

セ ッ ト

ト ッ プ

ボックス 

１台 1,200

円 

CS ベ ー

シ ッ ク

チャンネ

ルパック 

セ ッ ト

ト ッ プ

ボックス 

１台 1,000

円 

 

有料放送視聴料 

（月額） 

有料放送

(番組)の

名称 

機器区分 単位 視聴

料 

衛星劇場 セ ッ ト

ト ッ プ

ボックス 

１台 1,800

円 

グリーン

チャンネ

ル(中央競

馬情報) 

セ ッ ト

ト ッ プ

ボックス 

１台 1,000

円 

CS ベ ー

シ ッ ク

チャンネ

ルパック 

セ ッ ト

ト ッ プ

ボックス 

１台 1,000

円 
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